
 

質問その５;仕事上の取引情報が記されたメールは全部、保存が必要なのですか? 

 

答え;メール本文にそうした取引情報が書いてある場合だけで大丈夫です。 

 

仕事上の「取引情報」とはつまり、「注文書や領収書にいつも書いてある項目」のことです。 

 

よって、メールでやり取りされる情報のすべてが電子帳簿保存法で「保存しなさい」と言われる 

「取引情報」に当てはまるわけではありませんので、「注文書や領収書にいつも書いてある項目」が 

含まれていないようなメールは保存する必要はありません。 

 

「注文書や領収書にいつも書いてある項目」が含まれているメールの場合、具体的には次のように 

する必要があります。 

   

  ・メール本文で、注文書や領収書に書かれるような項目が書かれている場合 

    ➡ そのメールそのものを保存してください。 

 

  ・メールの添付ファイルに領収書等がついている 

  ➡ その添付ファイルだけを保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考;国税庁 HP「一問一答」より、もともとの文章】 

 
 


